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様式３  

会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
第１３１回相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会  

事務局 

（担当課） 
総務局情報公開・文書管理課情報公開班 電話０４２－７６９－８３３１（直通） 

開催日時 令和３年９月２８日（火） 午前１０時２０分から午前１１時５０分まで 

開催場所 Ｗｅｂ会議 

出 

席 

者 

委 員   １３人（別紙のとおり） 

その他 
４人（建築・住まい政策課総括副主幹、同主査、 

健康増進課総括副主幹、同主任） 

事務局    ３人（情報公開・文書管理課長、同総括副主幹、同主査） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部不

可の場合は、その

理由 

 － 

会議次第 

議題 
１ 副会長の選任について 
 
２ 公文書管理部会委員の指名等について 
 
３ 諮問事案に係る調査審議について 
（１）個人情報保護条例第９条に定める保有個人情報の目的外の利用・提供について 
   ・建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年 10 月 27 日法律第 123 号）

の規定による事務に係る保有個人情報の目的外利用について 
（２）個人情報保護条例第１１条に定めるオンライン結合による保有個人情報の提供 

について 
   ・「がん検診受診再勧奨」に伴うオンライン結合による個人情報の提供について 
 
４ 保有個人情報取扱事務の登録等について（報告） 

 
５ その他 
（１） 個人情報保護法の改正について 
（２） その他 
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審  議  経  過 
主な内容は次のとおり 

 

１ 副会長の選任について 

  相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会規則第３条第１項に基づき、委員の互選

により、齋藤委員が副会長に選任された。 

 

２ 公文書管理部会委員の指名等について 

相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会規則第６条第３項の規定に基づき、会長

が、土田委員、清水委員、坂口委員、下重委員、岩谷委員、金子委員の６名を部会の委員に指名

し、同規則第６条第４項の規定に基づき、会長が、部会長に土田委員を、副部会長に清水委員を

それぞれ指名した。 

 

３ 諮問事案に係る調査審議について 

（１） 個人情報保護条例第９条に定める保有個人情報の目的外の利用・提供について 

   ・建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年 10 月 27 日法律第 123 号）の規定による事務に

係る保有個人情報の目的外利用について 

 

実施機関である建築・住まい政策課から説明の後、質疑応答が行われた。 

 

 （土田委員）今回の諮問事項は、個人情報保護条例第９条第１項第４号を根拠として諮問し

たものと思われるが、資料３の記述を前提にすると、同項第３号を根拠とするこ

とも考えられなくはない。国の方針が令和１２年度までに解消を目指すこととな

っており、当該方針に合わせて本市における耐震改修促進計画を改正するため、

市は緊急性がないと判断したという理解でよいか。 

   （事務局）個人情報保護条例第９条第１項第３号の「人の生命、身体又は財産の安全を守る

ため緊急かつやむを得ない必要がある」ときとは、災害等の緊急事態が発生した場

合の消防に関することなどに限られるが、今回の事案については、そのような状況

ではないことから、同項第３号の「緊急かつやむを得ない必要がある」ときとは言

えないものと考えている。ついては、通常どおり同項第４号を根拠として審議会に

対し諮問している。 

   （土田委員）資料３の「緊急的に住宅の耐震化を促進させる」という文言における「緊急」

の意味は、同項第３号における「緊急」の意味とは違うということか。 

   （事務局）そのとおりである。 

   （会長）今回の事案については、同項第３号で規定している審議会の意見を聞く時間的余裕

がない場合には該当せず、資料３における「緊急」とは、アクションプログラムを

事業として迅速に進めるという意味であると理解した。 

 

 

実施機関が退出し、調査審議に入った。 
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審議の結果、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年 10 月 27 日法律第 123 号）の

規定による事務に係る」保有個人情報の目的外利用について諮問の内容を適当とする答申を行

った。 

 

（２）個人情報保護条例第１１条に定めるオンライン結合による保有個人情報の提供について 

・「がん検診受診再勧奨」に伴うオンライン結合による個人情報の提供について 
 

実施機関である健康増進課から説明があり、退出した後に調査審議に入った。 

 

審議の結果、「がん検診受診再勧奨」に伴うオンライン結合による個人情報の提供について、

諮問の内容を適当とする答申を行った。 

 

４ 保有個人情報取扱事務の登録等について（報告） 

   保有個人情報取扱事務の登録等について、事務局から報告があった。 

 

５ その他 

 

（１） 個人情報保護法の改正について 

個人情報保護法の改正により、現行の国の行政機関の規律が地方公共団体にも適用される

こととなり、各地方公共団体の個人情報保護条例が改正されること等について、また、この

ことについて、本市から国に対して、ガイドラインの策定等に当たっては地方の意見を十分

に聞くことなどの要望活動を行ったことについて、事務局から報告があった。 

 

   （会長）要望活動は相模原市単独で実施したのか。 

   （事務局）そのとおりである。相模原市単独で、総務大臣に要望した。地方に対して国から説

明等はされているが、地方の横の連携、情報交換や意見交換等が進んでいない。本市

としては、今回の改正で懸念されることがあり、独自に要望をした。 

   （会長）承知した。地方６団体や指定都市市長会等の様々なチャンネルを使って、色々な検討

あるいは要望を進めてほしい。 

 

（２） その他 

     特定個人情報保護評価専門部会において、諮問案件を調査審議中であることが事務局から

報告された。 

     次回の日程は１１月２日(火)午前１０時からを予定することとした。 

 

                                      以 上          
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相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会 出席者名簿 

（令和３年９月２８日開催） 

 

 氏   名 所  属  等 出欠席 備  考 

１ 牛嶋   仁 中央大学法学部教授 出席 会長 

２ 齋藤 裕美 多摩大学経営情報学部教授 欠席 副会長 

３ 岩谷 房雄 相模原商工会議所１号議員 出席  

４ 金子 さつき 公募委員 出席  

５ 坂口 貴弘 創価大学創価教育研究所講師 出席  

６ 清水 善仁 中央大学文学部准教授 欠席  

７ 下重 直樹 学習院大学大学院人文科学研究科准教授 出席  

８ 慎 祥揆 
東海大学情報理工学部コンピュータ応用工学科准

教授 
出席  

９ 瀬尾 守一 相模原市自治会連合会理事 出席  

１０ 土田 伸也 中央大学法科大学院教授 出席  

１１ 寺田 麻佑 国際基督教大学教養学部准教授 出席  

１２ 中西 知子 特定非営利活動法人男女共同参画さがみはら理事 出席  

１３ 松浦 薫 弁護士 出席  

１４ 水島 将司 公募委員 出席  

１５ 脇山 寿満子 相模原市民生委員児童委員協議会常任理事 出席  

任期は令和５年６月３０日まで 


